
長 崎 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例  

平 成 １ ８ 年 １ ２ 月 １ ８ 日  条 例 第 １ ５ 号  

  平 成 ２ ０ 年  ２ 月  ８ 日  条 例 第  ７ 号  

 平 成 ２ １ 年  ７ 月  ６ 日  条 例 第  ４ 号  

 平 成 ２ １ 年  ９ 月  ２ 日  条 例 第  ７ 号  

 平 成 ２ ２ 年  ２ 月 １ ９ 日  条 例 第  ３ 号  

平 成 ２ ２ 年 １ １ 月 ３ ０ 日 条 例 第  ４ 号  

 平 成 ２ ７ 年  ２ 月 １ ７ 日 条 例 第  ３ 号  

平 成 ２ ８ 年  ２ 月 １ ７ 日 条 例 第  ５ 号  

令 和  元 年 １ ２ 月  ５ 日  条 例 第 １ 号 

令 和  ２ 年  ２ 月 １ ２ 日  条 例 第 １ 号 

 令 和  ６ 年  ２ 月 １ ４ 日  条 例 第 １ 号 

 令 和  ７ 年  ２ 月 １ ２ 日  条 例 第 １ 号 

最 終 改 正  令 和  ８ 年  ２ 月 １ ７ 日  条 例 第 ３ 号 

 

 

 （ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 条 例 は 、 地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 ２ ６ １ 号 。

以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 ２ ４ 条 第 ５ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 長 崎 県

後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 （ 以 下 「 広 域 連 合 」 と い う 。 ） の 職 員

の 給 与 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

 （ 給 与 の 種 類 ）  

第 ２ 条  こ の 条 例 に お い て 給 与 と は 、 給 料 及 び 諸 手 当 を い う 。  

２  前 項 の 諸 手 当 と は 、 次 に 掲 げ る 手 当 を い う 。  

 ⑴  管 理 職 手 当  



 ⑵  通 勤 手 当  

 ⑶  住 居 手 当  

 ⑷  単 身 赴 任 手 当  

 ⑸  時 間 外 勤 務 手 当  

 ⑹  休 日 勤 務 手 当  

 ⑺  管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当  

 ⑻  期 末 手 当  

 ⑼  勤 勉 手 当  

 ⑽  前 各 号 に 掲 げ る 手 当 以 外 で 、 広 域 連 合 に 職 員 を 派 遣 し た 長

崎 県 内 の 地 方 公 共 団 体 （ 以 下 「 派 遣 元 」 と い う 。 ） の 給 与 に

関 す る 条 例 等 に 規 定 す る 手 当  

 （ 給 料 ）  

第 ３ 条  派 遣 元 か ら 派 遣 さ れ た 職 員 （ 以 下 「 派 遣 職 員 」 と い う 。 ）

の 給 料 に つ い て は 、 当 該 派 遣 職 員 の 派 遣 元 の 関 係 規 定 の 定 め る

と こ ろ に よ る 。  

２  長 崎 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 一 般 職 の 任 期 付 職 員 の 採 用 に

関 す る 条 例 （ 平 成 ２ ７ 年 広 域 連 合 条 例 第 ４ 号 ） に 基 づ き 任 期 を

定 め て 採 用 さ れ た 職 員 （ 以 下 「 任 期 付 職 員 」 と い う 。 ） の 給 料

に つ い て は 、 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 ３ ２ 年 長 崎 県 条 例

第 ４ ５ 号 。 以 下 「 県 給 与 条 例 」 と い う 。 ） 第 ４ 条 、 第 ５ 条 、 第

７ 条 及 び 第 ８ 条 の 規 定 を 準 用 す る 。  

 （ 管 理 職 手 当 ）  

第 ４ 条  広 域 連 合 長 は 、 管 理 又 は 監 督 の 地 位 に あ る 職 員 の 職 の う

ち 、 規 則 で 定 め る も の に つ い て 、 そ の 職 の 重 要 性 及 び 特 殊 性 に

基 づ き 、 管 理 職 手 当 を 支 給 す る こ と が で き る 。  



２  前 項 の 管 理 職 手 当 の 額 は 、 給 料 月 額 の １ ０ ０ 分 の ２ ５ を 超 え

て は な ら な い 。  

 （ 通 勤 手 当 ）  

第 ５ 条  通 勤 手 当 は 、 次 に 掲 げ る 職 員 に 対 し て 支 給 す る 。  

 ⑴  通 勤 の た め 交 通 機 関 又 は 有 料 の 道 路 （ 以 下 「 交 通 機 関 等 」

と い う 。 ） を 利 用 し て 、 そ の 運 賃 又 は 料 金 （ 以 下 「 運 賃 等 」

と い う 。 ） を 負 担 す る こ と を 常 例 と す る 職 員 （ 交 通 機 関 等 を

利 用 し な け れ ば 、 通 勤 す る こ と が 著 し く 困 難 で あ る 職 員 以 外

の 職 員 で あ っ て 交 通 機 関 等 を 利 用 し な い で 徒 歩 に よ り 通 勤 す

る も の と し た 場 合 の 通 勤 距 離 が 片 道 ２ キ ロ メ ー ト ル 未 満 で あ

る も の 及 び 第 ３ 号 に 掲 げ る 職 員 を 除 く 。 ）  

 ⑵  通 勤 の た め 自 動 車 そ の 他 の 交 通 の 用 具 で 規 則 で 定 め る も の

（ 以 下 「 自 動 車 等 」 と い う 。 ） を 使 用 す る こ と を 常 例 と す る

職 員 （ 自 動 車 等 を 使 用 し な け れ ば 、 通 勤 す る こ と が 著 し く 困

難 で あ る 職 員 以 外 の 職 員 で あ っ て 自 動 車 等 を 使 用 し な い で 徒

歩 に よ り 通 勤 す る も の と し た 場 合 の 通 勤 距 離 が 片 道 ２ キ ロ メ

ー ト ル 未 満 で あ る も の 及 び 次 号 に 掲 げ る 職 員 を 除 く 。 ）  

 ⑶  通 勤 の た め 交 通 機 関 等 を 利 用 し て そ の 運 賃 等 を 負 担 し 、 か

つ 、 自 動 車 等 を 使 用 す る こ と を 常 例 と す る 職 員 （ 交 通 機 関 等

を 利 用 し 、 又 は 自 動 車 等 を 使 用 し な け れ ば 通 勤 す る こ と が 著

し く 困 難 で あ る 職 員 以 外 の 職 員 で あ っ て 、 交 通 機 関 等 を 利 用

せ ず 、 か つ 、 自 動 車 等 を 使 用 し な い で 徒 歩 に よ り 通 勤 す る も

の と し た 場 合 の 通 勤 距 離 が 片 道 ２ キ ロ メ ー ト ル 未 満 で あ る も

の を 除 く 。 ）  

２  通 勤 手 当 の 額 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 職 員 の 区 分 に 応 じ 、 当 該



各 号 に 定 め る 額 と す る 。  

 ⑴  前 項 第 １ 号 に 掲 げ る 職 員  支 給 単 位 期 間 に つ き 、 規 則 で 定

め る と こ ろ に よ り 算 出 し た そ の 者 の 支 給 単 位 期 間 の 通 勤 に 要

す る 運 賃 等 の 額 に 相 当 す る 額 （ 以 下 「 運 賃 等 相 当 額 」 と い

う 。 ）  

 ⑵  前 項 第 ２ 号 に 掲 げ る 職 員  支 給 単 位 期 間 に つ き 、 6 6 , 4 0 0円

を 超 え な い 範 囲 内 で 自 動 車 等 の 使 用 距 離 の 区 分 に 応 じ て 広 域

連 合 長 が 定 め る 額  

 ⑶  前 項 第 ３ 号 に 掲 げ る 職 員  交 通 機 関 等 を 利 用 せ ず 、 か つ 、

自 動 車 等 を 使 用 し な い で 徒 歩 に よ り 通 勤 す る も の と し た 場 合

の 通 勤 距 離 、 交 通 機 関 等 の 利 用 距 離 、 自 動 車 等 の 使 用 距 離 等

の 事 情 を 考 慮 し て 規 則 で 定 め る 区 分 に 応 じ 、 前 ２ 号 に 定 め る

額 、 第 １ 号 に 定 め る 額 又 は 前 号 に 定 め る 額  

３  第 １ 項 第 ２ 号 又 は 第 ３ 号 に 掲 げ る 職 員 で 、 自 動 車 等 の 駐 車 の

た め の 施 設 （ そ の 所 在 地 及 び 利 用 形 態 が 規 則 で 定 め る 要 件 を 満

た す も の に 限 る 。 以 下 「 駐 車 場 等 」 と い う 。 ）  を 利 用 し 、 そ の

料 金 を 負 担 す る こ と を 常 例 と す る も の （ 規 則 で 定 め る 職 員 を 除

く 。 ） の 通 勤 手 当 の 額 は 、 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 次 の 各 号

に 掲 げ る 通 勤 手 当 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 額 と す る 。  

⑴   駐 車 場 等 に 係 る 通 勤 手 当  支 給 単 位 期 間 に つ き 、 5,000円 を

超 え な い 範 囲 内 で １ 箇 月 当 た り の 駐 車 場 等 の 料 金 に 相 当 す る

額 と し て 規 則 で 定 め る 額  

⑵    前 号 に 掲 げ る 通 勤 手 当 以 外 の 通 勤 手 当  前 項 の 規 定 に よ る

額  

４  運 賃 等 相 当 額 を そ の 支 給 単 位 期 間 の 月 数 で 除 し て 得 た 額 （ 交



通 機 関 等 が ２ 以 上 あ る 場 合 に お い て は 、 そ の 合 計 額 ） 、 第 ２ 項

第 ２ 号 に 定 め る 額 及 び 前 項 第 １ 号 に 定 め る 額 の 合 計 額 が １ ５ 万

円 を 超 え る 職 員 の 通 勤 手 当 の 額 は 、 前 ２ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、

当 該 職 員 の 通 勤 手 当 に 係 る 支 給 単 位 期 間 の う ち 最 も 長 い 支 給 単

位 期 間 に つ き 、 １ ５ 万 円 に 当 該 支 給 単 位 期 間 の 月 数 を 乗 じ て 得

た 額 と す る 。  

５  通 勤 手 当 は 、 支 給 単 位 期 間 （ 規 則 で 定 め る 通 勤 手 当 に あ っ て

は 、 規 則 で 定 め る 期 間 ） に 係 る 最 初 の 月 （ 当 該 月 に 通 勤 手 当 を

支 給 す る こ と が 困 難 な 場 合 と し て 規 則 で 定 め る 場 合 に あ っ て は 、

そ の 翌 月 ） の 規 則 で 定 め る 日 に 支 給 す る 。  

６  通 勤 手 当 を 支 給 さ れ る 職 員 に つ き 、 離 職 そ の 他 の 規 則 で 定 め

る 事 由 が 生 じ た 場 合 に は 、 当 該 職 員 に 、 支 給 単 位 期 間 の う ち こ

れ ら の 事 由 が 生 じ た 後 の 期 間 を 考 慮 し て 規 則 で 定 め る 額 を 返 納

さ せ る も の と す る 。  

７  こ の 条 に お い て 「 支 給 単 位 期 間 」 と は 、 通 勤 手 当 の 支 給 の 単

位 と な る 期 間 と し て ６ 箇 月 を 越 え な い 範 囲 内 で １ 箇 月 を 単 位 と

し て 規 則 で 定 め る 期 間 （ 自 動 車 等 及 び 駐 車 場 等 に 係 る 通 勤 手 当

に あ っ て は 、 １ 箇 月 ） を い う 。  

８  前 各 項 に 規 定 す る も の の ほ か 、 通 勤 の 実 情 の 変 更 に 伴 う 支 給

額 の 改 定 そ の 他 通 勤 手 当 の 支 給 及 び 返 納 に つ い て 必 要 な 事 項 は 、

広 域 連 合 長 が 別 に 定 め る 。  

 （ 住 居 手 当 ）  

第 ６ 条  住 居 手 当 は 、 県 給 与 条 例 第 １ ２ 条 の ３ の 規 定 を 準 用 す る 。  

 （ 単 身 赴 任 手 当 ）  

第 ７ 条  単 身 赴 任 手 当 は 、 県 給 与 条 例 第 １ ２ 条 の ７ の 規 定 を 準 用



す る 。  

（ 給 与 の 減 額 ）  

第 ７ 条 の ２  職 員 が 勤 務 し な い と き は 、 休 暇 （ 任 命 権 者 が 定 め る

も の を 除 く 。 ） に よ る 場 合 そ の 他 そ の 勤 務 し な い こ と に つ き 特

に 任 命 権 者 の 承 認 が あ っ た 場 合 を 除 く ほ か 、 そ の 勤 務 し な い １

時 間 に つ き 、 第 １ １ 条 に 規 定 す る 勤 務 １ 時 間 当 た り の 給 与 額 を

減 額 し た 給 与 を 支 給 す る 。  

 （ 時 間 外 勤 務 手 当 ）  

第 ８ 条  正 規 の 勤 務 時 間 を 超 え て 勤 務 す る こ と を 命 ぜ ら れ た 職 員

に は 、 正 規 の 勤 務 時 間 を 超 え て 勤 務 し た 全 時 間 に 対 し て 、 勤 務

１ 時 間 に つ き 、 第 １ １ 条 に 規 定 す る 勤 務 １ 時 間 当 た り の 給 与 額

に 正 規 の 勤 務 時 間 を 超 え て し た 次 の 各 号 に 掲 げ る 勤 務 の 区 分 に

応 じ て 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 の １ ０ ０ 分 の １ ２ ５ か ら １ ０ ０ 分 の

１ ５ ０ ま で の 範 囲 内 で 規 則 で 定 め る 割 合 （ そ の 勤 務 が 午 後 １ ０

時 か ら 翌 日 の 午 前 ５ 時 ま で の 間 で あ る 場 合 は 、 そ の 割 合 に １ ０

０ 分 の ２ ５ を 加 算 し た 割 合 ） を 乗 じ て 得 た 額 を 時 間 外 勤 務 手 当

と し て 支 給 す る 。  

 ⑴  正 規 の 勤 務 時 間 が 割 り 振 ら れ た 日 （ 次 条 の 規 定 に よ り 正 規

の 勤 務 時 間 中 に 勤 務 し た 職 員 に 休 日 勤 務 手 当 が 支 給 さ れ る こ

と と な る 日 を 除 く 。 ） に お け る 勤 務  

 ⑵  前 号 に 掲 げ る 勤 務 以 外 の 勤 務  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 長 崎 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域

連 合 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 １ ８ 年

条 例 第 １ ０ 号 。 以 下 ｢勤 務 時 間 条 例 ｣と い う 。 ） 第 ４ 条 の

規 定 に よ り 、 あ ら か じ め 同 条 例 第 ３ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ



り 割 り 振 ら れ た １ 週 間 の 正 規 の 勤 務 時 間 （ 以 下 こ の 条 に

お い て 「 割 振 り 変 更 前 の 正 規 の 勤 務 時 間 」 と い う 。 ） を

超 え て 勤 務 す る こ と を 命 ぜ ら れ た 職 員 に は 、 割 振 り 変 更

前 の 正 規 の 勤 務 時 間 を 超 え て 勤 務 し た 全 勤 務 時 間 に 対 し

て 、 勤 務 １ 時 間 に つ き 、 第 １ １ 条 に 規 定 す る 勤 務 １ 時 間

当 た り の 給 与 額 に １ ０ ０ 分 の ２ ５ か ら １ ０ ０ 分 の ５ ０ ま

で の 範 囲 内 で 規 則 で 定 め る 割 合 を 乗 じ て 得 た 額 を 時 間 外

勤 務 手 当 と し て 支 給 す る  

３  正 規 の 勤 務 時 間 を 超 え て 勤 務 す る こ と を 命 ぜ ら れ 、 正 規 の 勤

務 時 間 を 超 え て し た 勤 務 （ 勤 務 時 間 条 例 第 ３ 条 第 １ 項 及 び 第 ４

条 の 規 定 に 基 づ く 週 休 日 に お け る 勤 務 の う ち 規 則 で 定 め る も の

を 除 く 。 ） の 時 間 が １ 箇 月 に つ い て ６ ０ 時 間 を 超 え た 職 員 に は 、

そ の ６ ０ 時 間 を 超 え て 勤 務 し た 全 時 間 に 対 し て 、 第 １ 項 （ 前 項

の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に か か

わ ら ず 、 勤 務 １ 時 間 に つ き 、 第 １ １ 条 に 規 定 す る 勤 務 １ 時 間 当

た り の 給 与 額 に １ ０ ０ 分 の １ ５ ０ （ そ の 勤 務 が 午 後 １ ０ 時 か ら

翌 日 の 午 前 ５ 時 ま で の 間 で あ る 場 合 は 、 １ ０ ０ 分 の １ ７ ５ ） を

乗 じ て 得 た 額 を 時 間 外 勤 務 手 当 と し て 支 給 す る 。  

４  勤 務 時 間 条 例 第 ７ 条 の ２ 第 １ 項 に 規 定 す る 時 間 外 勤 務 代 休 時

間 を 指 定 さ れ た 場 合 に お い て 、 当 該 時 間 外 勤 務 代 休 時 間 に 職 員

が 勤 務 し な か っ た と き は 、 前 項 に 規 定 す る ６ ０ 時 間 を 超 え て 勤

務 し た 全 時 間 の う ち 当 該 時 間 外 勤 務 代 休 時 間 の 指 定 に 代 え ら れ

た 時 間 外 勤 務 手 当 の 支 給 に 係 る 時 間 に 対 し て は 、 当 該 時 間 １ 時

間 に つ き 、 第 １ １ 条 に 規 定 す る 勤 務 １ 時 間 当 た り の 給 与 額 に １

０ ０ 分 の １ ５ ０ （ そ の 時 間 が 午 後 １ ０ 時 か ら 翌 日 の 午 前 ５ 時 ま



で の 間 で あ る 場 合 は 、 １ ０ ０ 分 の １ ７ ５ ） か ら 第 １ 項 に 規 定 す

る 規 則 で 定 め る 割 合 （ そ の 時 間 が 午 後 １ ０ 時 か ら 翌 日 の 午 前 ５

時 ま で の 間 で あ る 場 合 は 、 そ の 割 合 に １ ０ ０ 分 の ２ ５ を 加 算 し

た 割 合 ） を 減 じ た 割 合 を 乗 じ て 得 た 額 の 時 間 外 勤 務 手 当 を 支 給

す る こ と を 要 し な い 。  

 （ 休 日 勤 務 手 当 ）  

第 ９ 条  勤 務 時 間 条 例 第 １ ０ 条 に 規 定 す る 休 日 に お い て 、 正 規 の

勤 務 時 間 中 に 勤 務 す る こ と を 命 ぜ ら れ た 職 員 に は 、 正 規 の 勤 務

時 間 中 に 勤 務 し た 全 時 間 に 対 し て 、 勤 務 １ 時 間 に つ き 、 第 １ １

条 に 規 定 す る 勤 務 １ 時 間 当 た り の 給 与 額 に １ ０ ０ 分 の １ ２ ５ か

ら １ ０ ０ 分 の １ ５ ０ ま で の 範 囲 内 で 規 則 で 定 め る 割 合 を 乗 じ て

得 た 額 を 休 日 勤 務 手 当 と し て 支 給 す る 。  

 （ 端 数 計 算 ）  

第 １ ０ 条  前 ２ 条 の 規 定 に よ り 勤 務 １ 時 間 に つ き 支 給 す る 時 間 外

勤 務 手 当 又 は 休 日 勤 務 手 当 の 額 を 算 定 す る 場 合 に お い て 、 当 該

額 に ５ ０ 銭 未 満 の 端 数 が 生 じ た と き は こ れ を 切 り 捨 て 、 ５ ０ 銭

以 上 １ 円 未 満 の 端 数 が 生 じ た と き は 、 こ れ を １ 円 に 切 り 上 げ る

も の と す る 。  

 （ 勤 務 １ 時 間 当 た り の 給 与 額 の 算 出 ）  

第 １ １ 条  第 ８ 条 及 び 第 ９ 条 に 規 定 す る 勤 務 １ 時 間 当 た り の 給 与

額 は 、 給 料 の 月 額 に １ ２ を 乗 じ 、 そ の 額 を １ 週 間 当 た り の 勤 務

時 間 に ５ ２ を 乗 じ た も の か ら ７ 時 間 ４ ５ 分 に １ ８ を 乗 じ た も の

を 減 じ た も の で 除 し て 得 た 額 と す る 。  

 （ 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 ）  

第 １ ２ 条  第 ４ 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 規 則 で 定 め る 職 員 が 、 臨



時 又 は 緊 急 の 必 要 そ の 他 の 公 務 の 運 営 の 必 要 に よ り 、 勤 務 時 間

条 例 第 ３ 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ く 週 休 日 及 び 同 条 例 第 １ ０ 条 に

規 定 す る 休 日 に 勤 務 し た 場 合 は 、 当 該 職 員 に は 、 管 理 職 員 特 別

勤 務 手 当 を 支 給 す る 。  

２  管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 の 額 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 勤 務 １ 回 に

つ き 、 １ ２ ， ０ ０ ０ 円 を 超 え な い 範 囲 内 に お い て 規 則 で 定 め る

額 と す る 。 た だ し 、 前 項 の 規 定 に よ る 勤 務 に 従 事 す る 時 間 等 を

考 慮 し て 規 則 で 定 め る 勤 務 に あ っ て は 、 そ れ ぞ れ の 額 に １ ０ ０

分 の １ ５ ０ を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。  

３  前 ２ 項 に 定 め る も の の ほ か 、 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 の 支 給 に

関 し 必 要 な 事 項 は 、 規 則 で 定 め る 。  

 （ 時 間 外 勤 務 手 当 等 に 関 す る 規 定 の 適 用 除 外 ）  

第 １ ３ 条  第 ８ 条 及 び 第 ９ 条 の 規 定 は 、 第 ４ 条 第 １ 項 に 規 定 す る

職 に あ る 職 員 に は 適 用 し な い 。  

第 １ ４ 条  削 除  

 （ 期 末 手 当 ）  

第 １ ５ 条  期 末 手 当 は 、 ６ 月 １ 日 及 び １ ２ 月 １ 日 （ 以 下 こ の 条 か

ら 第 １ ７ 条 ま で に お い て こ れ ら の 日 を 「 基 準 日 」 と い う 。 ） に

そ れ ぞ れ 在 職 す る 職 員 に 対 し て 、 そ れ ぞ れ 基 準 日 の 属 す る 月 の

規 則 で 定 め る 日 （ 以 下 次 条 及 び 第 １ ７ 条 に お い て こ れ ら の 日 を

「 支 給 日 」 と い う 。 ） に 支 給 す る 。 こ れ ら の 基 準 日 前 １ 箇 月 以

内 に 退 職 し 、 又 は 死 亡 し た 職 員 （ 第 ２ ２ 条 第 ５ 項 の 規 定 の 適 用

を 受 け る 職 員 及 び 規 則 で 定 め る 職 員 を 除 く 。 ） に つ い て も 、 同

様 と す る 。  

２  ６ 月 及 び １ ２ 月 に 支 給 す る 期 末 手 当 の 額 は 、 期 末 手 当 基 礎 額



に 、 派 遣 職 員 に つ い て は そ れ ぞ れ 派 遣 元 が 支 給 す る 割 合 を 、 派

遣 職 員 以 外 の 職 員 に つ い て は 長 崎 県 が 支 給 す る 割 合 を 考 慮 し て

定 め る 割 合 を 乗 じ て 得 た 額 に 、 基 準 日 以 前 ６ 箇 月 以 内 の 期 間 に

お け る そ の 者 の 在 職 期 間 の 次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 当 該

各 号 に 定 め る 割 合 を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。  

 ⑴  ６ 箇 月  １ ０ ０ 分 の １ ０ ０  

 ⑵  ５ 箇 月 以 上 ６ 箇 月 未 満  １ ０ ０ 分 の ８ ０  

 ⑶  ３ 箇 月 以 上 ５ 箇 月 未 満  １ ０ ０ 分 の ６ ０  

 ⑷  ３ 箇 月 未 満  １ ０ ０ 分 の ３ ０  

３  前 項 の 期 末 手 当 基 礎 額 は 、 そ れ ぞ れ そ の 基 準 日 現 在 （ 退 職 し 、

又 は 死 亡 し た 職 員 に あ っ て は 、 退 職 し 、 又 は 死 亡 し た 日 現 在 ）

に お い て 職 員 が 受 け る べ き 給 料 の 月 額 と す る 。  

４  規 則 で 定 め る 職 員 に つ い て は 、 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 同

項 に 規 定 す る 額 に 、 給 料 の 月 額 に 職 員 の 職 制 上 の 段 階 、 職 務 の

級 等 を 考 慮 し て 、 規 則 で 定 め る 職 員 の 区 分 に 応 じ て １ ０ ０ 分 の

２ ０ を 超 え な い 範 囲 内 で 規 則 で 定 め る 割 合 を 乗 じ て 得 た 額 を 加

算 し た 額 を 第 ２ 項 の 期 末 手 当 基 礎 額 と す る 。  

５  第 ２ 項 に 規 定 す る 在 職 期 間 の 算 定 に つ い て 必 要 な 事 項 は 、 規

則 で 定 め る 。  

第 １ ６ 条  次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 に は 、 前 条 第 １ 項 の

規 定 に か か わ ら ず 、 当 該 各 号 の 基 準 日 に 係 る 期 末 手 当 （ 第 ４ 号

に 掲 げ る 者 に あ っ て は 、 そ の 支 給 を 一 時 差 し 止 め た 期 末 手 当 ）

は 、 支 給 し な い 。  

 ⑴  基 準 日 か ら 当 該 基 準 日 に 対 応 す る 支 給 日 の 前 日 ま で の 間 に

法 第 ２ ９ 条 の 規 定 に よ る 懲 戒 免 職 の 処 分 を 受 け た 職 員  



 ⑵  基 準 日 か ら 当 該 基 準 日 に 対 応 す る 支 給 日 の 前 日 ま で の 間 に

法 第 ２ ８ 条 第 ４ 項 の 規 定 に よ り 失 職 し た 職 員  

 ⑶  基 準 日 前 １ 箇 月 以 内 又 は 基 準 日 か ら 当 該 基 準 日 に 対 応 す る

支 給 日 の 前 日 ま で の 間 に 離 職 し た 職 員 （ 前 ２ 号 に 掲 げ る 者 を

除 く 。 ） で 、 そ の 離 職 し た 日 か ら 当 該 支 給 日 の 前 日 ま で の 間

に 拘 禁 刑 以 上 の 刑 に 処 せ ら れ た も の  

 ⑷  次 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 期 末 手 当 の 支 給 を 一 時 差 し 止 め る

処 分 を 受 け た 者 （ 当 該 処 分 を 取 り 消 さ れ た 者 を 除 く 。 ） で 、

そ の 者 の 在 職 期 間 中 の 行 為 に 係 る 刑 事 事 件 に 関 し て 拘 禁 刑 以

上 の 刑 に 処 せ ら れ た も の  

第 １ ７ 条  任 命 権 者 は 、 支 給 日 に 期 末 手 当 を 支 給 す る こ と と さ れ

て い た 職 員 で 当 該 支 給 日 の 前 日 ま で の 間 に 離 職 し た も の が 次 の

各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 は 、 当 該 期 末 手 当 の 支 給 を 一 時

差 し 止 め る こ と が で き る 。  

 ⑴  離 職 し た 日 か ら 当 該 支 給 日 の 前 日 ま で の 間 に 、 そ の 者 の 在

職 期 間 中 の 行 為 に 係 る 刑 事 事 件 に 関 し て 、 そ の 者 が 起 訴 （ 当

該 起 訴 に 係 る 犯 罪 に つ い て 拘 禁 刑 以 上 の 刑 が 定 め ら れ て い る

も の に 限 り 、 刑 事 訴 訟 法 （ 昭 和 ２ ３ 年 法 律 第 １ ３ １ 号 ） 第 ６

編 に 規 定 す る 略 式 手 続 に よ る も の を 除 く 。 第 ３ 項 に お い て 同

じ 。 ） を さ れ 、 そ の 判 決 が 確 定 し て い な い 場 合  

 ⑵  離 職 し た 日 か ら 当 該 支 給 日 の 前 日 ま で の 間 に 、 そ の 者 の 在

職 期 間 中 の 行 為 に 係 る 刑 事 事 件 に 関 し て 、 そ の 者 が 逮 捕 さ れ

た 場 合 又 は そ の 者 か ら 聴 取 し た 事 項 若 し く は 調 査 に よ り 判 明

し た 事 実 に 基 づ き そ の 者 に 犯 罪 が あ る と 思 料 す る に 至 っ た 場

合 で あ っ て 、 そ の 者 に 対 し 期 末 手 当 を 支 給 す る こ と が 、 公 務



に 対 す る 信 頼 を 確 保 し 、 期 末 手 当 に 関 す る 制 度 の 適 正 か つ 円

滑 な 実 施 を 維 持 す る 上 で 重 大 な 支 障 を 生 ず る と 認 め る と き 。  

２  前 項 の 規 定 に よ る 期 末 手 当 の 支 給 を 一 時 差 し 止 め る 処 分 （ 以

下 「 一 時 差 止 処 分 」 と い う 。 ） を 受 け た 者 は 、 行 政 不 服 審 査 法

（ 平 成 ２ ６ 年 法 律 第 ６ ８ 号 ） 第 １ ８ 条 に 規 定 す る 期 間 が 経 過 し

た 後 に お い て は 、 当 該 一 時 差 止 処 分 後 の 事 情 の 変 化 を 理 由 に 、

当 該 一 時 差 止 処 分 を し た 者 に 対 し 、 そ の 取 消 し を 申 し 立 て る こ

と が で き る  

３  任 命 権 者 は 、 一 時 差 止 処 分 に つ い て 、 次 の 各 号 の い ず れ か に

該 当 す る に 至 っ た 場 合 に は 、 速 や か に 当 該 一 時 差 止 処 分 を 取 り

消 さ な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 第 ３ 号 に 該 当 す る 場 合 に お い

て 、 一 時 差 止 処 分 を 受 け た 者 が そ の 者 の 在 職 期 間 中 の 行 為 に 係

る 刑 事 事 件 に 関 し 現 に 逮 捕 さ れ て い る と き そ の 他 こ れ を 取 り 消

す こ と が 一 時 差 止 処 分 の 目 的 に 明 ら か に 反 す る と 認 め る と き は 、

こ の 限 り で な い 。  

 ⑴  一 時 差 止 処 分 を 受 け た 者 が 当 該 一 時 差 止 処 分 の 理 由 と な っ

た 行 為 に 係 る 刑 事 事 件 に 関 し 拘 禁 刑 以 上 の 刑 に 処 せ ら れ な か

っ た 場 合  

 ⑵  一 時 差 止 処 分 を 受 け た 者 に つ い て 、 当 該 一 時 差 止 処 分 の 理

由 と な っ て 行 為 に 係 る 刑 事 事 件 に つ き 公 訴 を 提 起 し な い 処 分

が あ っ た 場 合  

 ⑶  一 時 差 止 処 分 を 受 け た 者 が そ の 者 の 在 職 期 間 中 の 行 為 に 係

る 刑 事 事 件 に つ い て 起 訴 を さ れ る こ と な く 当 該 一 時 差 止 処 分

に 係 る 期 末 手 当 の 基 準 日 か ら 起 算 し て １ 年 を 経 過 し た 場 合  

４  前 項 の 規 定 は 、 任 命 権 者 が 、 一 時 差 止 処 分 後 に 判 明 し た 事 実



又 は 生 じ た 事 情 に 基 づ き 、 期 末 手 当 の 支 給 を 差 し 止 め る 必 要 が

な く な っ た と し て 当 該 一 時 差 止 処 分 を 取 り 消 す こ と を 妨 げ る も

の で は な い 。  

５  任 命 権 者 は 、 一 時 差 止 処 分 を 行 う 場 合 は 、 当 該 一 時 差 止 処 分

を 受 け る べ き 者 に 対 し 、 当 該 一 時 差 止 処 分 の 際 、 一 時 差 止 処 分

の 事 由 を 記 載 し た 説 明 書 を 交 付 し な け れ ば な ら な い 。  

６  前 各 項 に 規 定 す る も の の ほ か 、 一 時 差 止 処 分 に 関 し 必 要 な 事

項 は 、 規 則 で 定 め る 。  

 （ 勤 勉 手 当 ）  

第 １ ８ 条  勤 勉 手 当 は 、 ６ 月 １ 日 及 び １ ２ 月 １ 日 （ 以 下 こ の 条 に

お い て こ れ ら の 日 を 「 基 準 日 」 と い う 。 ） に そ れ ぞ れ 在 職 す る

職 員 に 対 し 、 基 準 日 以 前 ６ 箇 月 以 内 の 期 間 に お け る そ の 者 の 勤

務 成 績 に 応 じ て 、 そ れ ぞ れ 基 準 日 の 属 す る 月 の 規 則 で 定 め る 日

に 支 給 す る 。 こ れ ら の 基 準 日 前 １ 箇 月 以 内 に 退 職 し 、 又 は 死 亡

し た 職 員 （ 規 則 で 定 め る 職 員 を 除 く 。 ） に つ い て も 、 同 様 と す

る 。  

２  勤 勉 手 当 の 額 は 、 勤 勉 手 当 基 礎 額 に 、 任 命 権 者 が 規 則 で 定 め

る 基 準 に 従 っ て 定 め る 割 合 を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。  

３  前 項 の 勤 勉 手 当 基 礎 額 は 、 そ れ ぞ れ そ の 基 準 日 現 在 に お い て

職 員 が 受 け る べ き 給 料 の 月 額 と す る 。  

４  第 １ ５ 条 第 ４ 項 の 規 定 は 、 第 ２ 項 の 勤 勉 手 当 基 礎 額 に つ い て

準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 条 第 ４ 項 中 「 前 項 」 と あ る の

は 「 第 １ ８ 条 第 ３ 項 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。  

５  前 ２ 条 の 規 定 は 、 第 １ 項 の 規 定 に よ る 勤 勉 手 当 の 支 給 に つ い

て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 １ ６ 条 中 「 前 条 第 １ 項 」 と



あ る の は 「 第 １ ８ 条 第 １ 項 」 と 、 同 条 第 １ 号 中 「 基 準 日 か ら 」

と あ る の は 「 基 準 日 （ 第 １ ８ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 基 準 日 を い う 。

以 下 こ の 条 及 び 次 条 に お い て 同 じ 。 ） か ら 」 と 、 「 支 給 日 」 と

あ る の は 「 支 給 日 （ 同 項 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 日 を い う 。 以

下 こ の 条 及 び 次 条 に お い て 同 じ 。 ） 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。  

 （ そ の 他 の 手 当 ）  

第 １ ９ 条  第 ２ 条 第 ２ 項 第 １ ０ 号 に 規 定 す る 手 当 に つ い て は 、 当

該 派 遣 職 員 の 派 遣 元 の 関 係 規 定 の 定 め る と こ ろ に よ る 。  

 （ 手 当 の 支 給 の 調 整 ）  

第 ２ ０ 条  第 ２ 条 第 ２ 項 第 １ 号 か ら 第 ９ 号 ま で に 規 定 す る 手 当 に

つ い て は 、 こ れ ら の 手 当 に 係 る こ の 条 例 の 関 係 規 定 に か か わ ら

ず 、 派 遣 元 の 関 係 規 定 に よ り 派 遣 元 で 支 給 す る こ と が で き る 。  

 （ 給 与 の 支 払 ）  

第 ２ １ 条  給 与 の 支 払 は 、 職 員 の 申 出 に よ り 、 そ の 全 部 又 は 一 部

を 口 座 振 替 の 方 法 に よ り 行 う こ と が で き る 。  

 （ 休 職 者 の 給 与 ）  

第 ２ ２ 条  職 員 が 公 務 上 負 傷 し 、 若 し く は 疾 病 に か か り 、 又 は 通

勤 （ 地 方 公 務 員 災 害 補 償 法 （ 昭 和 ４ ２ 年 法 律 第 １ ２ １ 号 ） 第 ２

条 第 ２ 項 及 び 第 ３ 項 に 規 定 す る 通 勤 を い う 。 ） に よ り 負 傷 し 、

若 し く は 疾 病 に か か り 、 法 第 ２ ８ 条 第 ２ 項 第 １ 号 に 掲 げ る 事 由

に 該 当 し て 休 職 に さ れ た と き は 、 そ の 休 職 の 期 間 中 こ れ に 給 与

の 全 額 を 支 給 す る 。 た だ し 、 給 料 及 び 第 ２ 条 第 ２ 項 第 １ ０ 号 の

手 当 に つ い て は 、 派 遣 元 の 関 係 規 定 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

２  職 員 が 結 核 性 疾 患 に か か り 、 又 は 職 員 が 原 子 爆 弾 被 爆 者 に 対

す る 援 護 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 １ １ ７ 条 ） 第 １ １ 条 第



１ 項 に 規 定 す る 厚 生 労 働 大 臣 の 認 定 を 受 け た 負 傷 若 し く は 疾 病

に か か り 、 法 第 ２ ８ 条 第 ２ 項 第 １ 号 に 掲 げ る 理 由 に 該 当 し て 休

職 さ れ た と き は 、 そ の 休 職 の 期 間 が 満 ２ 年 に 達 す る ま で は 、 こ

れ に 給 料 、 住 居 手 当 及 び 期 末 手 当 の そ れ ぞ れ １ ０ ０ 分 の ８ ０ を

支 給 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 給 料 及 び 第 ２ 条 第 ２ 項 第 １ ０

号 の 手 当 に つ い て は 、 派 遣 元 の 関 係 規 定 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

３  職 員 が 前 ２ 項 以 外 の 心 身 の 故 障 に よ り 法 第 ２ ８ 条 第 ２ 項 第 １

号 に 掲 げ る 理 由 に 該 当 し て 休 職 さ れ た と き は 、 そ の 休 職 の 期 間

が 満 １ 年 に 達 す る ま で は 、 こ れ に 給 料 、 住 居 手 当 及 び 期 末 手 当

の そ れ ぞ れ １ ０ ０ 分 の ８ ０ を 支 給 す る こ と が で き る 。 た だ し 、

給 料 及 び 第 ２ 条 第 ２ 項 第 １ ０ 号 の 手 当 に つ い て は 、 派 遣 元 の 関

係 規 定 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

４  職 員 が 法 第 ２ ８ 条 第 ２ 項 第 ２ 号 に 掲 げ る 理 由 に 該 当 し て 休 職

に さ れ た と き は 、 そ の 休 職 の 期 間 中 、 こ れ に 給 料 及 び 住 居 手 当

の そ れ ぞ れ １ ０ ０ 分 の ６ ０ を 支 給 す る こ と が で き る 。 た だ し 、

給 料 及 び 第 ２ 条 第 ２ 項 第 １ ０ 号 の 手 当 に つ い て は 、 派 遣 元 の 関

係 規 定 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

５  第 ２ 項 又 は 第 ３ 項 に 規 定 す る 職 員 が 、 当 該 各 項 に 規 定 す る 期

間 内 で 第 １ ５ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 基 準 日 前 １ 箇 月 以 内 に 退 職 し 、

又 は 死 亡 し た と き は 、 同 項 に 規 定 す る 支 給 日 に 、 当 該 各 項 の 例

に よ る 額 の 期 末 手 当 を 支 給 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 規 則 で

定 め る 職 員 に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。  

６  前 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 職 員 の 期 末 手 当 の 支 給 に つ い て は 、

第 １ ６ 条 及 び 第 １ ７ 条 の 規 定 を 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、

第 １ ６ 条 中 「 前 条 第 １ 項 」 と あ る の は 、 「 第 ２ ２ 条 第 ５ 項 」 と



読 み 替 え る も の と す る 。  

（ 給 与 か ら の 控 除 ）  

第 ２ ２ 条 の ２  給 与 の 支 払 に 際 し て は 、 職 員 （ 第 １ 号 に 掲 げ る 場

合 に あ っ て は 、 派 遣 職 員 を 除 く 。 ） の 給 与 か ら 次 に 掲 げ る も の

の 額 に 相 当 す る 金 額 を 控 除 す る こ と が で き る 。  

⑴   長 崎 県 市 町 村 職 員 共 済 組 合 が 取 り 扱 う 貯 金 の 積 立 金 及 び 遺

族 附 加 年 金 の 掛 金  

⑵   前 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 こ れ ら に 準 ず る も の で 、 広 域 連

合 長 が 定 め る も の 。  

（ 任 期 付 職 員 の 特 例 ）  

第 ２ ３ 条  第 ６ 条 及 び 第 ７ 条 の 規 定 は 、 任 期 付 職 員 に は 、 適 用 し

な い 。  

 （ 会 計 年 度 任 用 職 員 の 給 与 ）  

第 ２ ４ 条  法 第 ２ ２ 条 の ２ 第 １ 項 第 ２ 号 に 掲 げ る 職 員 （ 以 下 「 フ

ル タ イ ム 会 計 年 度 任 用 職 員 」 と い う 。 ） の 給 与 に つ い て は 、 第

２ 条 か ら 第 ２ ０ 条 ま で 及 び 第 ２ ２ 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 こ の

条 か ら 第 ２ ４ 条 の ４ ま で （ 次 条 を 除 く 。 ） に 定 め る と こ ろ に よ

る 。  

２  フ ル タ イ ム 会 計 年 度 任 用 職 員 の 給 与 は 、 給 料 、 通 勤 手 当 、 時

間 外 勤 務 手 当 、 休 日 勤 務 手 当 、 期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 と す る 。  

３  前 項 の 給 料 は 、 月 額 と し 、 県 給 与 条 例 別 表 第 １ 行 政 職 給 料 表

に 定 め る ３ 級 の 最 高 の 号 給 の 給 料 月 額 を 超 え な い 範 囲 内 で 常 勤

職 員 （ 長 崎 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 職 員 定 数 条 例 （ 平 成 １ ８

年 広 域 連 合 条 例 第 ５ 号 ） に 規 定 す る 一 般 職 の 職 員 を い う 。 以 下

同 じ 。 ） と の 権 衡 及 び そ の 職 務 の 特 殊 性 等 を 考 慮 し て 広 域 連 合



長 が 別 に 定 め る 。  

４  手 当 は 、 常 勤 職 員 と の 権 衡 を 考 慮 し て 、 広 域 連 合 長 が 別 に 定

め る と こ ろ に よ り 支 給 す る 。  

第 ２ ４ 条 の ２  法 第 ２ ２ 条 の ２ 第 １ 項 第 １ 号 に 掲 げ る 職 員 （ 以 下

「 パ ー ト タ イ ム 会 計 年 度 任 用 職 員 」 と い う 。 ） の 給 与 に つ い て

は 、 第 ２ 条 か ら 第 ２ ０ 条 ま で 及 び 第 ２ ２ 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、

こ の 条 か ら 第 ２ ４ 条 の ４ ま で に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

２  パ ー ト タ イ ム 会 計 年 度 任 用 職 員 の 給 与 は 、 報 酬 、 費 用 弁 償

（ 通 勤 手 当 に 相 当 す る も の に 限 る 。 ） 、 期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当

と す る 。  

３  前 項 の 報 酬 は 、 基 本 報 酬 （ フ ル タ イ ム 会 計 年 度 任 用 職 員 に 支

給 す る 給 料 に 相 当 す る も の を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の ほ か 、 割 増

報 酬 （ フ ル タ イ ム 会 計 年 度 任 用 職 員 に 支 給 す る 時 間 外 勤 務 手 当

及 び 休 日 勤 務 手 当 に 相 当 す る も の を い う 。 以 下 同 じ 。 ） と す る 。  

４  基 本 報 酬 は 、 月 額 又 は 日 額 と し 、 フ ル タ イ ム 会 計 年 度 任 用 職

員 の 給 料 と の 権 衡 を 考 慮 し て 広 域 連 合 長 が 別 に 定 め る 。  

５  割 増 報 酬 、 期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 は 、 フ ル タ イ ム 会 計 年 度 任

用 職 員 と の 権 衡 を 考 慮 し て 、 広 域 連 合 長 が 別 に 定 め る と こ ろ に

よ り 支 給 す る 。  

第 ２ ４ 条 の ３  フ ル タ イ ム 会 計 年 度 任 用 職 員 及 び パ ー ト タ イ ム 会

計 年 度 任 用 職 員 （ 以 下 「 会 計 年 度 任 用 職 員 」 と い う 。 ） が 勤 務

し な い と き は 、 休 暇 （ 広 域 連 合 長 が 定 め る も の を 除 く 。 ） に よ

る 場 合 そ の 他 そ の 勤 務 し な い こ と に つ き 特 に 任 命 権 者 の 承 認 が

あ っ た 場 合 を 除 く ほ か 、 そ の 勤 務 を し な い １ 時 間 に つ き 、 勤 務

１ 時 間 当 た り の 給 与 額 を 減 額 し た 給 与 を 支 給 す る 。  



第 ２ ４ 条 の ４  前 ３ 条 に 定 め る も の の ほ か 、 会 計 年 度 任 用 職 員 の

給 与 の 支 給 及 び 減 額 並 び に 勤 務 １ 時 間 当 た り の 給 与 額 の 算 定 に

つ い て は 、 常 勤 職 員 と の 権 衡 を 考 慮 し て 広 域 連 合 長 が 別 に 定 め

る 。  

（ 臨 時 的 に 任 用 さ れ た 職 員 の 給 与 ）  

第 ２ ４ 条 の ５  臨 時 的 に 任 用 さ れ た 職 員 の 給 与 に つ い て は 、 第 ３

条 か ら 前 条 ま で の 規 定 に か か わ ら ず 、 任 命 権 者 が 別 に 定 め る 。  

   附  則  

 こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。   

（ 平 成 ２ １ 年 ６ 月 に 支 給 す る 期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 に 関 す る 特

例 措 置 ）  

 平 成 21 年 6 月 に 支 給 す る 期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 に 関 す る 第 15 条

第 2 項 及 び 第 18 条 第 2 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 第 15 条 第 2

項 中 「 100 分 の 1 40」 と あ る の は 「 100 分 の 12 5」 と 、 第 18 条 第 2

項 中 「 100 分 の 7 5」 と あ る の は 「 100 分 の 70」 と す る 。  

   附  則 （ 平 成 ２ ０ 年 ２ 月 ８ 日 条 例 第 ７ 号 ）  

 こ の 条 例 は 、 平 成 ２ ０ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則 （ 平 成 ２ １ 年 ７ 月 ６ 日 条 例 第 ４ 号 ）  

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則 （ 平 成 ２ １ 年 ９ 月 ２ 日 条 例 第 ７ 号 ）  

 こ の 条 例 は 、 平 成 ２ １ 年 １ ０ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則 （ 平 成 ２ ２ 年 ２ 月 １ ９ 日 条 例 第 ３ 号 ）  

 こ の 条 例 は 、 平 成 ２ ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則 （ 平 成 ２ ２ 年 １ １ 月 ３ ０ 日 条 例 第 ４ 号 ）  

 （ 施 行 期 日 ）  



 こ の 条 例 は 、 平 成 ２ ２ 年 １ ２ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第

２ 条 の 規 定 は 、 平 成 ２ ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 ２ ７ 年 ２ 月 １ ７ 日 条 例 第 ３ 号 ） 抄  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は 、 平 成 ２ ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 附

則 第 ４ 項 中 第 １ 条 の 改 正 規 定 及 び 附 則 第 ５ 項 中 第 １ 条 の 改 正 規

定 （ 「 第 ２ ４ 条 第 ６ 項 」 を 「 第 ２ ４ 条 第 ５ 項 」 に 改 め る 部 分 に

限 る 。 ） は 、 地 方 公 務 員 法 及 び 地 方 独 立 行 政 法 人 法 の 一 部 を 改

正 す る 法 律 （ 平 成 ２ ６ 年 法 律 第 ３ ４ 号 ） の 施 行 の 日 か ら 施 行 す

る 。  

   附  則 （ 平 成 ２ ８ 年 ２ 月 １ ７ 日 条 例 第 ５ 号 ）  

 こ の 条 例 は 、 平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 令 和 元 年 １ ２ 月 ５ 日 条 例 第 １ 号 ）  

こ の 条 例 は 、 令 和 元 年 １ ２ 月 １ ４ 日 か ら 施 行 す る 。   

附  則 （ 令 和 ２ 年 ２ 月 １ ２ 日 条 例 第 １ 号 ）  

こ の 条 例 は 、 令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。   

附  則 （ 令 和 ６ 年 ２ 月 １ ４ 日 条 例 第 １ 号 ）  

こ の 条 例 は 、 令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。   

附  則 （ 令 和 ７ 年 ２ 月 １ ２ 日 条 例 １ 号 ） 抄  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は 、 刑 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 ４ 年 法 律 第

６ ７ 号 。 以 下 「 刑 法 等 一 部 改 正 法 」 と い う 。 ） の 施 行 の 日 か ら

施 行 す る 。  

（ 人 の 資 格 に 関 す る 経 過 措 置 ）   

４  拘 禁 刑 に 処 せ ら れ た 者 に 係 る 他 の 条 例 の 規 定 に よ り な お 従 前



の 例 に よ る こ と と さ れ 、 な お 効 力 を 有 す る こ と と さ れ 又 は 改 正

前 若 し く は 廃 止 前 の 条 例 の 規 定 の 例 に よ る こ と と さ れ る 人 の 資

格 に 関 す る 法 令 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 無 期 拘 禁 刑 に 処 せ ら

れ た 者 は 無 期 禁 錮 に 処 せ ら れ た 者 と 、 有 期 拘 禁 刑 に 処 せ ら れ た

者 は 刑 期 を 同 じ く す る 有 期 禁 錮 に 処 せ ら れ た 者 と み な す 。   

（ 長 崎 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一

部 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 ）  

５  刑 法 等 一 部 改 正 法 及 び 刑 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 に

伴 う 関 係 法 律 の 整 理 等 に 関 す る 法 律 （ 令 和 ４ 年 法 律 第 ６ ８ 号 ）

並 び に こ の 条 例 の 施 行 前 に 犯 し た 禁 錮 以 上 の 刑 （ 死 刑 を 除 く 。 ）

が 定 め ら れ て い る 罪 に つ き 起 訴 を さ れ た 者 は 、 第 ３ 条 の 規 定 に

よ る 改 正 後 の 長 崎 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 職 員 の 給 与 に 関 す

る 条 例 第 １ ７ 条 第 １ 項 （ 第 １ 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） 及 び 第 ３

項 （ 第 ３ 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 拘

禁 刑 が 定 め ら れ て い る 罪 に つ き 起 訴 を さ れ た 者 と み な す 。  

附  則 （ 令 和 ７ 年 ２ 月 １ ２ 日 条 例 第 ３ 号 ）  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は 、 令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。   

（ 令 和 ９ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で の 間 に お け る 地 域 手 当 に 関 す る 経 過

措 置 ）  

２  こ の 条 例 の 施 行 の 日 か ら 令 和 ９ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で の 間 に お け

る 地 域 手 当 に つ い て は 、 改 正 後 の 長 崎 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連

合 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 規 定 に か か わ ら ず 、 改 正 前 の 長 崎

県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 第 １ ４ 条 に

基 づ い て 支 給 し 、 同 条 第 ２ 項 中 「 １ ０ ０ 分 の ３ 」 と あ る の は 、



令 和 ７ 年 度 は 「 １ ０ ０ 分 の ２ 」、 令 和 ８ 年 度 は 「 １ ０ ０ 分 の １ 」

と 読 み 替 え る も の と す る 。  

３  こ の 条 例 の 施 行 の 日 か ら 令 和 ９ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で の 間 、 第 １

１ 条 及 び 第 １ ５ 条 第 ４ 項 中 「 月 額 」 と あ る の は 、「 月 額 及 び こ れ

に 対 す る 地 域 手 当 の 月 額 の 合 計 額 」 と 、 第 １ ５ 条 第 ３ 項 中 「 給

料 の 月 額 」 と あ る の は 、「 給 料 、 扶 養 手 当 の 月 額 及 び こ れ ら に 対

す る 地 域 手 当 の 月 額 の 合 計 額 」 と 、 第 １ ５ 条 第 ４ 項 中 「 同 項 に

規 定 す る 額 」 と あ る の は 、「 同 項 に 規 定 す る 合 計 額 」 と 、 第 １ ８

条 第 ３ 項 中 「 月 額 」 と あ る の は 、「 月 額 及 び こ れ ら に 対 す る 地 域

手 当 の 月 額 の 合 計 額 」 と 、 第 ２ ２ 条 第 ２ 項 か ら 第 ４ 項 ま で の 規

定 中 「 こ れ に 給 料 」 と あ る の は 、「 こ れ に 給 料 、 地 域 手 当 」 と 、

第 ２ ４ 条 第 ２ 項 中 「 給 料 」 と あ る の は 、「 給 料 、 地 域 手 当 」 と 、

第 ２ ４ 条 の ２ 第 ３ 項 中 「 時 間 外 勤 務 手 当 」 と あ る の は 、「 地 域 手

当 、 時 間 外 勤 務 手 当 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。  

   附  則 （ 令 和 ８ 年 ２ 月 １ ７ 日 条 例 第 ３ 号 ）  

 こ の 条 例 は 、 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 


